
 

 

 

明石市立幼稚園における保護者徴収諸費について 

 

 市立幼稚園（27 園）において、保護者が負担する入園前の学用品や入園後に毎月徴

収する諸費などの各種徴収諸費は、以下のとおりです。 

 

１ 入園前に負担する用品代 

 ⑴ 指定の状況 

  ①学用品（入園前に一括で購入し、進級時の年齢に応じて必要な物を買い足す） 

  例）健康手帳、はさみ、のり、マーカー、粘土、粘土板、道具箱、誕生カード等 

クラス 平均 最高額 最低額 

３歳児 ４，１６６円 ５，６０３円 ２，９４１円 

４歳児 ４，７５４円 ５，９４１円 ３，２９９円 

５歳児 ４，６８６円 ５，８９１円 ３，２４６円 

     ※園ごとで準備する学用品の種類に差があることで用品代の金額が異なっている。 

 

 【学用品の選定方法】 

   園ごとに学用品取扱業者が提示する複数の見本の中から製造メーカーにこだわらず、保育に適

した仕様であるか、値段が適当かを幼稚園教諭が一つずつ確認し選定している。 

 

  ②体操服等 

   帽子、体操服（長袖、半袖）、ズボン、スモック(冬用、夏用)、ベスト等 

品名 平均 最高額 最低額 

体操服等 ８，１３１円 １０，７１０円 ５，８５０円 

 
 【体操服等における価格差の理由】 

  ・体操服（長袖・半袖）…小学校と同じデザイン（そのまま小学校で着用可能）、袖にライン付 

  ・ズボン…小学校と同じデザイン（そのまま小学校で着用可能）、校章付、ポケット複数付 

  ・その他…スモックの園章付（刺繍）、ボタン・生地・縫製の違い及び指定用品の有無 

 

２ 入園後に毎月徴収している諸費等 

  教材費、行事費等、PTA 会費、アルバム代（５歳児のみ） 

クラス 平均 最高額 最低額 

３歳児 １，３７８円 １，８４０円 ８３０円 

４歳児 １，３９５円 １，８４０円 ８３０円 

５歳児 ２，５０２円 ３，３２５円 １，２００円 

 

 【諸費等における価格差の理由】 

  ・PTA 会費の徴収廃止（次年度から PTA 会費分を教材費、行事費に上乗せして徴収） 

  ・5 歳児でアルバムを制作している園はアルバム代を上乗せして徴収（27 園中 1 園のみ徴収無） 
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３ 負担軽減に向けたこれまでの取組 

 ・購入の見直し（名札・夏用スモックの廃止） 

 ・業者指定の見直し（価格の上昇を抑えるよう指定業者を変更） 

 

４ 今後の保護者負担軽減策 

  今回の価格調査の結果を全園長と情報共有し、用品等の必要性及び価格の見直し

を行うことで負担軽減を図る。 

 （例）体操服等で 1園のみが購入しているスモック（夏用）、通園カバン、上靴、

ベストの指定を廃止 

 

参 考 

明石市立公立保育所における保護者徴収諸費（全園共通） 

クラス 入園前に負担する用品代 毎月徴収 

０歳児 

1,120 円(ｶﾗｰ帽子、名札、ID ｶｰﾄﾞﾎﾙﾀﾞｰ) 

なし 

１歳児 

２歳児 

３歳児 

3,680 円(ｶﾗｰ帽子、名札、おたよりはさみ、粘土、

粘土ｹｰｽ、粘土板、自由画帳、ｸﾚﾊﾟｽ、はさみ、ID

ｶｰﾄﾞﾎﾙﾀﾞｰ) 

４歳児 

3,940 円(ｶﾗｰ帽子、名札、おたよりはさみ、粘土、

粘土ｹｰｽ、自由画帳、ｸﾚﾊﾟｽ、はさみ、ﾏｰｶｰ、ID ｶｰ

ﾄﾞﾎﾙﾀﾞｰ) 

５歳児 

5,250 円(ｶﾗｰ帽子、名札、おたよりはさみ、出席

ﾉｰﾄ、出席ｼｰﾙ、粘土、粘土ｹｰｽ、自由画帳、ｸﾚﾊﾟｽ、

はさみ、ﾏｰｶｰ、液状のり、色鉛筆、ID ｶｰﾄﾞﾎﾙﾀﾞｰ) 

全年齢 年額 240 円(日本ｽﾎﾟｰﾂ振興センター) 

 ※ 公立保育所における学用品については、全園分をこども育成室運営担当が一括

して入札を行っている。 

 ※ 遠足等の行事に係る費用は、別途実費徴収を行っている。 


